
 

一般社団法人羽生市観光協会備品貸出要綱  
 （趣旨）  

第１条  この要綱は、一般社団法人羽生市観光協会  （以下「協会」

という。）が所有し、又は管理する備品の貸出しを行うことについ

て、必要な事項を定めるものとする。  

（貸出対象者）  

第２条  備品の貸出しを受けることができる者は、市内に居住し、若

しくは勤務する個人又は次に掲げる団体とする。  

（１）  協会が助成金を支給する団体   

（２）  協会の会員  

（３）  羽生市役所  

（４）  その他会長が特に認める団体  

（貸出料）  

第３条  備品の貸出しは、有料とする。  

 （貸出備品等）  

第４条  貸出しのできる備品（以下「貸出備品」という。）の種類、

数量及び貸出料は、貸出備品一覧表（別紙）のとおりとする。  

（貸出期間）  

第５条  貸出備品は、原則として７日以内に返却するものとする。た

だし、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。  

２  使用団体等は、前項の規定に関わらず、備品の使用が終わったと

き、又は使用許可が取り消されたときは、直ちに原状に回復して返

還しなければならない。  

（貸出の制限）  

第６条  会長は、貸出備品の使用について、次の各号に該当すると認

められるときは、  その使用を許可しないものとする。  

（１）  協会が使用するとき。  

（２）  公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。  



 

（３）  備品を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。  

（４）  前号に掲げるもののほか、会長が適当でないと認めると

き。  

２  貸出備品の使用について、次の各号に該当すると認められるとき

は、  その使用を取り消す。  

（１）  公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。  

（２）  備品を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。  

（３）  前号に掲げるもののほか、会長が適当でないと認めると

き。  

（申請及び許可）  

第７条  備品の貸出しを希望する団体等は、羽生市観光協会備品貸出

承認申請書（様式第１号）  を会長に提出しなければならない。  

２  会長は、前項の申請を受けたときは、その内容について審査し、

適当と認めたときは当該貸出備品の使用期間が他の団体等と重複し

ていないことを確認の上、当該団体に羽生市観光協会備品貸出決定

通知書（様式第２号）を交付し、貸出備品を貸し出すものとする。  

３  会長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を

付すことができる。  

（権利譲渡等の禁止）  

第８条  使用の許可を受けた団体等（以下「使用団体等」という。）

は、その権利を譲渡し、又はその備品を転貸ししてはならない。  

（使用許可の取消等）  

第９条  会長は、必要があるとき、又は使用団体等が次の各号のいず

れかに該当するときは、使用条件を変更し、又はその許可を取り消

すことができる。  

（１）  この要綱の規定に違反したとき。  

（２）  虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けた事

実が明らかとなったとき。  



 

（３）  公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。  

（４）  備品を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。  

（５）  前号に掲げるもののほか、備品の管理上、支障があると認

められるとき。  

（損害賠償）  

第１０条  使用団体等は、自己の責めに帰すべき原因により、備品を

損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならな

い。  備品の使用によって生じた事故等に関しては、使用団体等の

責任において処理するものとする。  

（その他）  

第１１条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に

定める。  

附  則（施行期日）  

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

 


